
2025年1月15日(水) 16:00-17:00 16:00-16:05 開会挨拶：飯田陽一（総務省）

16:05-16:30 CoP第二ドラフトの概要と日本企業が留意すべ
き対応の要点：

工藤郁子（大阪大学）、実積寿也（中央大
学）、根本宗記（NTT）

16:30-16:55 パネルディスカッションとQ&A

パネリスト：
工藤郁子（大阪大学）
実積寿也（中央大学）
根本宗記（NTT）
村上明子（日本AIセーフティ・インスティテュート）

司会：江間有沙（東京大学東京カレッジ）

【プログラム】

ブリュッセル効果への対応
日本企業はEU-AI法にどう備えるべきか

[第２回]



ブリュッセル効果への対応：日本企業はEU-AI法にどう備えるべきか2

EU AI法と汎用目的AIモデル規制について

大阪大学社会技術共創研究センター特任准教授

工藤郁子

2025年1月15日



EU AI法
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• ハードロー：世界で初めて包括的にAIを規制
する法律

• リスクベースアプローチ：リスクの大きさに
合わせた対応（右図参照）

• 「リスク」とは、害が発生する確率とその害の重大性の組
み合わせ(3条2号)

• 域外適用：日本企業も対象になりうる

• EU域内で、AIシステムを市場投入、サービス提供している、
または汎用目的AIモデルを市場投入しているプロバイダー
（EUに所在しているかは問わない）（2条1項(a))

• アウトプットがEU域内で利用される場合、第三国に所在す
るAIシステムのプロバイダー及びデプロイヤー（2条1項(c))

• 違反には多額の罰金（99〜101条）
EUのウェブサイトの資料をもとに発表者作成

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

許容できないリスク
使用禁止

高リスク
厳格な条件のもと使用可

限定的リスク
透明性の確保が必要

最小リスク
自主的規範の整備（必須義務なし）

サブリミナル技法や操作的技法
を用いたAIシステム、

インターネット等からスクレイ
ピングした顔認証データ
ベースの作成など

迷惑メール
仕分け機能
など

自動応答チャット
ボット、生成AI
コンテンツなど

採用・昇進・解雇を評価
するAIシステムなど



EU AI法：汎用目的AIモデル
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• 4つのリスク類型に加えて、汎用目的AI (GPAI: 
general-purpose AI)モデルも別枠で規制

• 生成AIのモデル等（not 生成AIが出力したコンテンツ）

• 経緯：2021年4月の法案公開後、 2022年11月以降のChat GPT
等の普及を受けて軌道修正

• 汎用目的AIモデル：顕著な汎用性を示し、多様

で独立したタスクを適切に実行する能力を持ち、
様々な下流のシステムやアプリケーションに統
合可能なAIモデル（3条63号）

• 「大量のデータを用いて学習されたAIモデルを含む」
（が、それに限られないと解釈可能な文言）

• 市場投入前の研究開発やプロトタイピング活動のために使用
されるAIモデルは除外

許容できないリスク
使用禁止

高リスク
厳格な条件のもと使用可

限定的リスク
透明性の確保が必要

最小リスク
自主的規範の整備（必須義務なし）

生成AI
コンテンツなど

汎用目的AIモデル
GPAI: general-purpose AI

EUのウェブサイトの資料をもとに発表者作成
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai



EU AI法：汎用目的AIモデル
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• 特定の条件を満たす汎用目的型AIモデルは、「システミックリスク」があると見なされ
義務が加重

• システミックリスクは、例えば、化学兵器
や生物兵器の開発障壁の低下、自律型汎用
AIモデルに対する制御不能、有害な差別や
偽情報の大規模化などを想定（前文110）

• システミックリスクの有無は適切な技術
ツールや手法で判断されるとされ、（1）
学習の合計計算量が10の25乗FLOPSの場合
は有と推定されることに加え、（2）EU当
局による指定もある

• EU当局は、システミックリスクがある汎用
目的AIモデルは、現時点では少数の企業に

よって開発されているものの、時間の経過
とともに変化する可能性があるとしている

システミックリスクがない場合の
汎用目的AIモデルに関する義務

（53条）

システミックリスクがある場合の
汎用目的AIモデルに関する義務

（55条）

• 当局への情報提供（技術文書）
• 下流プロバイダーへの情報提供
• EU著作権法遵守ポリシーの策定

など

• 53条の義務に加えて

• 標準化されたプロトコルによるモ
デル評価

• システミックリスクのアセスメン
トとリスク低減措置実施

• インシデント発生時における当局
への報告

• サイバーセキュリティに関する保
護措置の実施

など



EU AI法：汎用目的AIモデル
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• 日本企業にも影響

• 直接：既存の汎用目的AIモデルを調整・ファインチューニングした主体が、新しいモデルの
プロバイダーとして位置付けられる可能性あり（EU AI OfficeによるFAQ*参照）

• 間接：（基盤モデルでなくても）汎用目的AIの開発受託をする場合、取引先から、開示義務
の対象となる情報の提供や文書作成について協力を要請されることも想定

• 未来：「現在の CoP 草案は、システミックリスクを伴う汎用目的AIモデルやそのプロバイ

ダーが少数であることを前提としている。これらの数が大幅に増加した場合、より広範なモ
デル・プロバイダーに適したものにするため、将来のバージョンの CoP は大幅に変更される
必要があるかもしれない」（CoP 第2草案 III章冒頭部分）

* https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/general-purpose-ai-models-ai-act-questions-answers

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/general-purpose-ai-models-ai-act-questions-answers
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• 古川先生：日本企業に影響がないというわけ
ではないことに注意が必要だが、GDPRに比べ
てブリュッセル効果は大きくないだろう

• 吉永先生：AIスタートアップなどは、結局は自
分たちが開発しやすいところに移動していく。
GDPRに比べると、ブリュッセル効果は大きく
ないのではないか

• 実積先生：AI法が世界各国で、最低限の規制や

政府調達基準の策定において参照されること
で、影響を広げうる

• 工藤：内閣府「AI制度研究会」構成員の一人

として日本における制度のあり方を検討する
中で、国際的な相互運用可能性を考える上で
EUの動向に関心を持っている https://www.tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/13586/

本セミナー第1回
よりブリュッセル効果



EU AI法とCoP
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• 汎用目的AIモデルについて「行動規範（CoP: Codes of Practice）」と呼ばれるガイドライン
を策定（56条）

• 法解釈を具体化するもので法的拘束力はないが、CoPへの準拠は「法令遵守の推定」として機能する

• なお、ハイリスクAIなどを対象とする「CoC: Code of Conduct」（95条）とは別

• さらにちなみに、G7日本議長国の下で始動した広島AIプロセスで策定されたのは「Code of Conduct」

• CoPは、3ラウンドのマルチステークホルダー協議を経て、2025年4月までに策定予定

• EU AI Office は、行動規範の策定に参画するマルチステークホルダーを、 2024年8月25日までEU内外から公募（現在
は受付終了） →日本からの参加者はごく少数

• 2024年9月30日、マルチステークホルダーが集まるキックオフ総会に、汎用目的AIモデルプロバイダー、下流プロバ
イダー、産業界、市民社会、学界、独立した専門家など約1,000人が参加

• 4つのワーキンググループ（WG）で議論しながら、草案をブラッシュアップ中
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Code Of Practice Plenary 

WG 1
Transparency and copyright-

related rules

WG 2
Risk identification and 

assessment for systemic risk

WG 3 
Technical risk mitigation for 

systemic risk

WG 4
Governance risk mitigation 

for systemic risk

Nuria Oliver 
(Spain)

WG 1 Co-Chair
Transparency

Alexander Peukert 
(Germany)

WG 1 Co-Chair
Copyright

Matthias Samwald 
(Austria)

WG 2 Chair
Risk assessment

Yoshua Bengio 
(Canada)

WG 3 Chair
Technical risk mitigation

Marietje Schaake 
(Netherlands)

WG 4 Chair
Internal Governance

• Vice Chair (Transparency): Rishi 
Bommasani (US)

• Vice Chair (Copyright): Céline 
Castets-Renard (France)

• Vice-Chair: Marta Ziosi (Italy)

• Vice-Chair: Alexander Zacherl
(Germany)

• Vice-Chair: Daniel Privitera (Italy 
and Germany)

• Vice Chair: Nitarshan Rajkumar 
(Canada)

• Vice Chair: Markus Anderljung
(Sweden)

• Vice Chair: Anka Reuel 
(Germany)

（via https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/meet-chairs-leading-development-first-general-purpose-ai-code-practice )

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/meet-chairs-leading-development-first-general-purpose-ai-code-practice


CoP進捗
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• 2024年11月14日、CoP 第1草案*と
FAQ**公表

• 2024年11月28日締切で参加者が
フィードバックを提出

• 2024年12月19日、CoP 第2草案***
公表

• 2025年1月15日16日締切で参加者が
フィードバックを提出

* https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/first-draft-general-
purpose-ai-code-practice-published-written-independent-experts
** https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/general-purpose-ai-
models-ai-act-questions-answers
*** https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/second-draft-
general-purpose-ai-code-practice-published-written-independent-
experts

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/first-draft-general-purpose-ai-code-practice-published-written-independent-experts
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/first-draft-general-purpose-ai-code-practice-published-written-independent-experts
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/general-purpose-ai-models-ai-act-questions-answers
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/general-purpose-ai-models-ai-act-questions-answers
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/second-draft-general-purpose-ai-code-practice-published-written-independent-experts
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/second-draft-general-purpose-ai-code-practice-published-written-independent-experts
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/second-draft-general-purpose-ai-code-practice-published-written-independent-experts


CoP: 21のコミットメント
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汎用目的AIモデルのプロバイダー全体（システミックリスクが
ない場合も含む）

Commitment 1.透明性に関する文書作成

Commitment 2. 著作権法遵守ポリシー

システミックリスクがある汎用目的AIモデルのプロバイダー

Commitment 3. タクソノミー

Commitment 4. 安全・セキュリティのフレームワーク

Commitment 5.安全・セキュリティのモデル報告

Commitment 6. モデルのライフサイクルに沿ったリスクアセス
メントとリスク低減

Commitment 7. リスクの特定

Commitment 8. リスクの分析

Commitment 9.リスク評価

Commitment 10. エビデンスの収集

Commitment 11. 安全対策

Commitment 12. セキュリティ対策

Commitment 13. 開発とデプロイの決定

Commitment 14. システミックリスクの責任分担

Commitment 15. フレームワークの遵守性と適切性のアセスメント

Commitment 16. 外部リスクのアセスメント

Commitment 17. 重大インシデントの報告

Commitment 18. 内部告発の保護

Commitment 19. 通知

Commitment 20. 記録文書作成

Commitment 21. 公的透明性

WG1: Commitment 1-6

WG2: Commitment 7-10

WG3: Commitment 11-13

WG4: Commitment 14-21



透明性

EU AI法の本文の引用

Commitment 1.
透明性に関する文書作成

対策 1.1.
適切な情報をまとめ、

最新の状態に保ち、提供する

対策 1.2.

情報の品質、インテグリティ、
セキュリティを確保する

対策1.1 の文書項目リスト
（省略したがもっと長い）：

学習・検証・テスト用データに
関する情報、アーキテクチャと
パラメータ数、モデルと学習過
程の設計仕様、学習時間や学習
に用いた計算資源、推定消費電

力など
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Commitment 21.
公的透明性

KPI (Key Performance Indicator)
22.1.〜21.3.

前回からの変更に関する説明：
起草者のChairたちのコメント



第1草案フィードバック提出時の雑感
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• まだざっくりした案で全体的に詰め切れていない

• Measure（対策）の記述密度が低い項目も多く、コメントしづらい

• 例えば、重大インシデントは主にアプリケーションレイヤーで生じると思うが、下流プロバイダー等の報告義務
がどうなっているか、現案からは不明瞭など

• 逆に言うと、域外適用を確保したいニーズなどがある場合、その提案ができる余地が大きい

• EU AI法の枠内であるはずだが、上乗せ／横出し規制になりかねない表記ぶり？

• 例えば、条文上、情報開示の範囲は知的財産や営業秘密を考慮することになっているが（ 53条(1)(b) ）、
「Measure 2. Documentation for downstream providers」のみを読むと、そのような考慮がされているか若干怪しい

• （解釈上の疑義が明瞭になれば法学研究者としては満足だが）日本企業等のニーズがわ
からないと、日本の研究開発やビジネスにとって有益なフィードバックにならない

• 削るべきところを削れるチャンスがあるが、自分だけの知見では活かしきれない

本セミナー第1回
報告資料より再掲



第2草案フィードバック提出時の雑感
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• KPIが多数追加されるなど、記述密度が向上した

• 例えば「Commitment 18. 内部告発の保護」の記述が前回比でかなり厚くなった

• フィードバックが（意外と？）ちゃんと反映された

• 例えば「コーポレート・ガバナンスの実践を考慮すべき。特に経営責任と執行責任を分離した記述にするべき」
と指摘したところが反映された（Commitment 14. システミックリスクの責任分担）。デジタルサービス法との用
語統一も図られた（KPI 14.1.）

• 知的財産や営業秘密とのバランスに配慮した記述も、各所でだいぶ増えた

• やはり上乗せ／横出し規制になりかねないところだった

• 「（EU当局に開示するモデル報告書を）一般に公表するのは過度な負担であり、AI法の要件をこえているとの
フィードバックを受けて、緩和する形で改訂した」との説明（Commitment 21. Public transparency）

• あまり説明なく前回と比べて義務が重くなっているように見える箇所も散見された



今後のスケジュール
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• 1月13日の週：WG別会合（分科会のようなもの）の開催

• 1月20日の週と1月27日の週：汎用目的 AI モデルのプロバイダーと、AI Board 
Steering Groupの加盟国代表者とのワークショップそれぞれの開催

• 2月17日の週： CoP第3草案の発表

• 4月中：CoP最終版の発表（5月2日までには発効予定）

• つまり、参加者は、あと1回のフィードバックの機会がある



16（via https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ai-act-participate-drawing-first-general-purpose-ai-code-practice )

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ai-act-participate-drawing-first-general-purpose-ai-code-practice


Thanks!
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2025年1月15日

日本電信電話株式会社

技術企画部門 AIガバナンス室

根本 宗記

TOKYO COLLEGE

ブリュッセル効果への対応：日本企業はEU-AI法にどう備えるべきか２

NTTグループのEU-AI法対応
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NTTグループのAIガバナンス

NTTグループは、日本中心のグローバル企業

国内 約19万人、 グローバル 約15万人

組織、体制

CAIO(Chief AI Officer)を配置

適切なAI利用の推進とAIリスクへの対応を統制するため

AIガバナンス室を設置

AIリスクマネジメントの特徴

アクセルとガードレール型 （not ブレーキ）

NTTグループでAIリスク定義を統一

ルールと事例と専門家による運用

リスクベースアプローチによる段階的評価

ルールと事例と専門家による運用

AI利用を進めるために如何にリスクを低減するか

リスクベースアプローチによる段階的評価

タイプ：

定義：

プロセス：

運用：
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国際機関・政府との連携状況

G7/OECD

米国政府

関係先 主なトピック

EU政府

✓ 2024/12 Center for Strategic and International 
Studies(CSIS) AIガバナンス イベントにてNTTグループメンバが多数登壇

✓ EU-AI法 GeneralPurpose AI Code of Practice WGに個人の
資格で参画

✓ 広島AIプロセス モニタリングメカニズム検討、パイロット報告対応

日本政府
✓ AI制度研究会 に構成員参画、ヒアリング対象として日本のAI制度
に関する意見表明
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(1)EU-AI法への対応

EU-AI法 施行時期

2025年2月2日施行に向けた対応

AIガバナンス規程類 AIリスク定義の更新

※2024/12/11 ブリュッセル効果への対応

日本企業はEU-AI法にどう備えるべきか 資料より抜粋

NTTグループにおける対応状況

2024年秋に対応済み

2025年8月2日施行に向けた対応

役割に応じた責務を確認し、適切な対応が
とれるようAIガバナンス規程類を改訂予定

AIモデル開発者（ベースモデル）： 条件を抽出し、個別にフォロー

AIモデル開発者（追加学習）： 条件・責務をコメント

AIサービス提供者： 責務を確認し、必要な条件を抽出

AI利用者： 個別対応は難しい領域のため、慎重な確認が必要
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(2)Second Draft GeneralPurpose AI Code of 

Practiceへの主なコメント内容

コメント観点 コメント内容 備考

AIモデル開発者（追
加学習）の責務

追加学習を行ったものがどのような責務を負うのか明確にすべき First Draftからコメント実施

AIサービス提供者、
AI利用者の責務

対象者が広範囲に渡るため、責務を負うのであれば明確にすべき

国際整合性 国際合意に至った広島AIプロセス モニタリングメカニズムより踏み
込んだ責務を負わせる箇所（AIモデル開発者に対する開示内容等）

については、どのようなリスク低減につながるのか明確にしてもら
いたい

中小企業、OSSに対

する要件緩和の見直
し

特定キャラクターの出力を目的としたOSS AIモデルなど、小規模・
OSSであっても、権利侵害を拡散する懸念が強いものも多い。モデ
ルの規模や、OSSであるかはリスクの度合いとの関連性は薄い。中
小企業やOSSに対する要件緩和は見直すべき

日本においては、AIモデルの
規模によらない方向性

デジタルコンテンツ
の権利保護の強化

海賊版サイトの学習禁止などのコンテンツ権利保護は、中小企業・
OSSにおいてもしっかりと適用すべき
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